
スマートグリーン施設園芸推進（産地生産基盤パワーアップ事業型）の 

補助内容（令和 6 年度版） 

産地生産基盤パワーアップ事業補助金交付等要綱（令和 4 年 12 月 12 日）

抜粋 

 生産技術高度化施

設 

・農作物の栽培等生産の高度化を支援するのに必要な施設及び電気料金の上

昇リスクの低減に資するための施設を整備できるものとする。  

・当該施設において、セイヨウオオマルハナバチを飼養する場合は、野外へ

の逃亡防止等に万全を期すこと。 

・地域エネルギー等供給施設は、スマート農業実践施設の整備の取組内で整

備できるほか、連携する低コスト耐候性ハウス及び高度環境制御栽培施設の

整備において必要となる場合は、附帯施設として取り扱い、一体的に整備で

きるものとする。当該施設を単独で整備する場合は、50m/s 以上の風速（事

業対象作物について、ハウスの被覆期間中における過去の最大瞬間風速に基

づき、50m/s  

未満とすることが妥当であると判断される場合においては当該風速とするこ 

とができる。ただし、当該風速が 35m/s を下回る場合においては 35m/s を下

限とする。また、ハウスが風害を受けないよう保守点検をするなど適切に管

理すること。）又は 50kg/㎡以上の積雪荷重に耐えることができる強度を有す

るもの若しくは構造計算上これに準ずる機能を有するものであって、かつ、

既存のハウス又は建物に設置又は併設するものとする。  

  技術実証施設  ・先進的な新技術の実証に必要な栽培施設等とする。  

・技術実証温室の整備の取組を行う場合は、耐風速は 35m/s を有し、基礎を有

する等により、構造計算が可能な温室であることとする。  

また、技術実証に取り組む品目に係る技術実証の栽培面積は、おおむね 30a 

以上１ha以下とする。  

省エネルギーモデ

ル温室  

・地下水及び地熱水利用設備、太陽熱利用設備、廃棄物等燃焼熱利用設備等熱

交換設備、複合環境制御装置、水源施設、受変電施設、集中管理棟、養液栽培

装置、自動保温カーテン装置、自動かん水兼施肥施設、自動換気装置、自動炭

酸ガス発生装置、自動除湿装置及び土壌消毒施設を現地の実態等に応じて装備

するものとするが、自動換気装置は、必ず装備するものとする。  

 また、あらかじめ、地下水、地熱水、太陽熱、廃棄物等燃焼熱等の地域資源

の賦存状況、利用可能熱量、権利関係及び導入作物の必要熱量等について十分

検討するとともに、長期にわたって地域資源の利用が可能であることを確認

し、低コスト生産の推進に留意するものとする。  

低コスト耐候性ハ

ウス 

・50m/s 以上の風速（事業対象作物について、ハウスの被覆期間中における過

去の最大瞬間風速に基づき、50m/s 未満とすることが妥当であると判断される

場合においては当該風速とすることができる。ただし、当該風速が 35m/s を下

回る場合においては 35m/s を下限とする。また、被覆期間以外の期間は、被覆

資材を確実に外す等により、ハウスが風害を受けないよう適切に管理するこ

と。）に耐えることができる強度を有するもの又は 50kg/㎡以上の積雪荷重に

耐えることができる強度を有するもの若しくは構造計算上これに準ずる機能を

有するものであって、かつ、単位面積当たりの価格が同等の耐候性を備えた鉄

骨温室の平均的単価のおおむね 70％以下の価格であるものとする。  



・必要に応じて、養液栽培装置、複合環境制御装置、変電施設、集中管理棟、

自動カーテン装置、底面給水施設、立体栽培施設、省力灌水施肥装置、点滴灌

水施肥装置、ヒートポンプ、隔離ベッド栽培装置、根域制限栽培施設、地中暖

房兼土壌消毒装置、多目的細霧冷房施設、収穫・搬送の省力化に資する装置等

を整備することができるものとする。  

・当該施設の導入に当たっては、必要に応じて土壌調査及び構造診断を実施す

るものとする。  

・事業実施主体又は取組主体は、当該施設内の栽培・管理運営について、第三

者に委託できることとする。この場合において、文書をもって受託者の責任範

囲を明確にするものとする。  

・設置に当たり、地面をコンクリートで地固めする等により農地に形質変更を

加える必要がある場合等、都道府県知事（国直接採択事業の場合は市区町村長

が特に必要と認める場合にあっては、農業振興地域及び生産緑地以外にも設置

できるものとする。ただし、農業振興地域及び生産緑地と一体的に産地を形成

するものに限ることとする。  

・加温設備を整備する場合は、化石燃料のみに依存しない加温方法を基本と

し、地域の気候条件や品目の特性等を踏まえて、十分検討を行ったうえで、適

切な設備とすること。 

高度環境制御栽培

施設 

・野菜や花き等の周年・計画生産を行うため、高度な環境制御が可能な太陽光

利用型又は完全人工光型のシステム本体及びシステムを収容する施設をい

う。・設置に当たり、地面をコンクリートで地固めする等により農地に形質変

更を加える必要がある場合や、コスト縮減を図る観点から、未利用施設又は未

利用若しくは自然エネルギーの効率的・効果的な利用を図るために必要な場合

等、都道府県知事（国直接採択事業の場合は市区町村長）が特に必要と認める

場合にあっては、農業振興地域及び生産緑地以外にも設置できるものとする。  

・太陽光利用型については、整備後の施設は、50m/s 以上の風速（過去の最

大瞬間風速に基づき、50m/s 未満とすることが妥当であると判断される場合に

おいては当該風速とすることができる。ただし、当該風速が 35m/s を下回る

場合においては 35m/s を下限とする。）若しくは 50kg/㎡以上の積雪荷重に耐

えることができる強度を有するもの又は構造計算上これらに準ずる機能を有

するものとし、必ず複合環境制御装置及び空調施設を装備するものとする。  

・完全人工光型については、整備後の施設は必ず複合環境制御装置及び空調装

置を備えているものとする。  

 空調施設とは、暖房又は冷房装置等により１年を通じて夏場でも気温を生育

に最適な条件に制御可能な設備とする。  

・必要に応じて、栽培用照明装置、養液栽培装置、水源施設、変電施設、集中

管理棟、自動天窓開閉装置、自動カーテン装置、自動かん水施肥装置、炭酸ガ

ス発生装置、ヒートポンプ、栽培用架台、育苗装置、無人防除装置、収穫、搬

送及び調製の省力化に資する装置等を整備するものとする。  

・完全人工光型の施設導入に当たっては、生産性や収益性の向上に資する新技

術の導入を必須とする。新技術は、「強い農業・担い手づくり総合支援交付

金、産地生産基盤パワーアップ事業及び農畜産物輸出拡大施設整備事業で整備

が可能な高度環境制御栽培施設（うち完全人工光型）における新技術の指標に

ついて」（令和２年 12 月改訂農林水産省生産局。以下「新技術指標」とい

う。）に基づき立証できるものに限る。（なお、新技術指標は補助事業での整備

状況を踏まえ、必要に応じて改訂することとする。）また、１回の配分で導入

できる地区数の上限は全国３地区までとする。なお、同一ポイントを獲得した



事業実施計画が複数ある場合は、要望額の小さい順に交付金の配分対象となる

事業実施計画を特定することとする。  

・整備に当たっては、多額の初期投資及び維持管理費を要するため、施設費、

光熱動力費、資材費等のコスト並びに生産物の販売単価、販売先及び採算性を

十分精査し、経営として十分成立し得る生産計画及び販売計画を策定している

こと。 

特に、販売計画については、契約等に基づき、販売先及び販売単価が安定的

に確保できると見込まれること。少なくとも、事業実施年度又は翌年度の出荷

量の過半については、書面契約又は覚書等に基づき、安定的な販売先が確認で

きること。また、生産計画に関しては、販売単価に応じた生産原価を設定する

とともに、研修の実施等、栽培技術の習得に向けた取組が行われている又は行

われることが確実であること。  

・加温設備を整備する場合は、化石燃料のみに依存しない加温方法を基本と

し、地域の気候条件や品目の特性等を踏まえて、十分検討を行ったうえで、適

切な設備とすること。 

  高度技術導入施設 ・施設園芸栽培技術高度化施設、直播用水稲種子処理施設（種子コーティング

施設）、ほ場内地下水位制御システム、水稲自動水管理施設、有益昆虫増殖貯

蔵施設、菌類栽培施設等を整備できるものとする。  

・｢施設園芸栽培技術高度化施設｣は、50m/s 以上の風速（事業対象作物につい

て、ハウスの被覆期間中における過去の最大瞬間風速に基づき、50m/s 未満と

することが妥当であると判断される場合においては当該風速とすることができ

る。ただし、当該風速が 35m/s を下回る場合においては 35m/s を下限とする。

また、被覆期間以外の期間は、被覆資材を確実に外す等により、ハウスが風害

を受けないよう適切に管理すること。）又は 50kg/㎡以上の積雪荷重に耐える

ことができる強度を有する若しくは構造計算上これに準ずる機能を有する既存

の鉄骨（アルミ骨を含む。）のハウス又は建物に設置するものとし、複合環境

制御装置、照明装置、自動カーテン装置、自動天窓開閉装置、養液栽培装置炭

酸ガス発生装置、底面給水施設、立体栽培施設、省力灌水施肥装置、点滴灌水

施肥装置、隔離ベッド栽培装置、根域制限栽培施設、無人防除装置、地中暖房

兼土壌消毒装置、加温装置、細霧冷房施設、ヒートポンプ、脱石油型エネルギ

ー供給施設、収穫、搬送及び調製の省力化等に資する装置とする。  

 脱石油型エネルギー供給施設とは、園芸施設へのエネルギー（電気や熱をい

う。）の供給を目的とするトリジェネレーションシステム、メタンガス利用シ

ステム及び小型水力発電システムとする。 

・完全人工光型の施設導入に当たっては、生産性や収益性の向上に資する新技

術の導入を必須とする。新技術は、「新技術指標」に基づき立証できるものに

限る。（なお、新技術指標は補助事業での整備状況を踏まえ、必要に応じて改

訂することとする。）また、１回の配分で導入できる地区数の上限は全国３地

区までとする。なお、同一ポイントを獲得した事業実施計画が複数ある場合は

要望額の小さい順に交付金の配分対象となる事業実施計画を特定することとす

る。  

・｢有益昆虫増殖貯蔵施設」は、建物、幼虫保存用冷蔵庫、幼虫飼育用環境調

節機器、飼料調製用器具等、幼虫及び成虫の飼育保存機器並びにこれらに準ず

るものとする。施設の能力は、原則として、当該地域の対象作物の受粉及び受

精並びに対象害虫の駆除に必要な昆虫量を供給できる水準のものとする。  

・「菌類栽培施設」及び「菌床製造施設」の整備は、マッシュルーム及び菌床

栽培きのこを対象とする。 



、 

  栽培管理支援施設 ・作業の軽労化や品質向上を図るため、園地管理軌道施設、花粉開葯貯蔵施

設、冷蔵貯桑施設、パインアップル品質向上生産施設、用排水施設、点滴施肥

施設、かん水施設及び土壌環境制御施設を整備できるものとする。  

・「花粉開葯貯蔵施設」は、建物、葯落とし機、開葯装置、花粉貯蔵施用冷蔵

庫、花粉検査用器具及びこれらの附帯施設とし、その能力は、原則として、当

該地域の対象果樹の人工授粉に必要な花粉の総量（自家自給分を除く。）を供

給できる水準のものとする。  

・「用排水施設」とは、揚水施設、遮水施設、送水施設、薬液混合施設、明き

ょ等配水施設整備とし、「かん水施設」の整備については、スプリンクラー

（立ち上がり部分）は、交付の対象外とするものする。 

  株分施設  ・いぐさに限る。  

  附帯施設    


